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「ＬＰガス安心サポート推進運動」の実施について 

 

平素からＬＰガスの保安対策の推進に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、今年度から、（一社）全国ＬＰガス協会において「ＬＰガス安心サポート推進運動」 

がスタートしました。 

この運動は、昨年度まで3年計画で実施された「ＬＰガス快適生活向上運動“もっと安全

さらに安心”」に引き続き、自主保安対策のさらなる推進を図るもので、今年度スタートした

国の「安全高度化計画2030」と連携した運動を展開することにより、保安上の重要課題に

ついてより重点的な対策が可能となっています。 

詳細は別添のとおりであり、当協会においては、県の保安指導方針も踏まえ、令和3年度

重点推進事項を定めています。 

会員の皆様方におかれましては、この運動の取組についてご理解いただき、当協会の推進 

する自主保安活動への引き続きのご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 なお、現在、この運動について紹介する講習会をオンラインによる動画配信方式で公開中

です。詳細は、協会ホームページ（会員向け）に掲載しています「令和3年度ＬＰガス保安

講習会（オンライン）の開催について（ご案内）」（令和3年5月24日付け山ＬＰ協第48号）

をご確認ください。 
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令和３年度にスタートした新しい自主保安運動 

「ＬＰガス安心サポート推進運動」について 
 

１ 新しい「自主保安運動」とは 

 ①平成 24 年度～３年間 「ＬＰガス安全安心向上運動」 

 ②平成 27 年度～３年間  「ＬＰガス安全応援推進運動“すべてはお客様の安心のために”」 

 ③平成 30 年度～３年間  「ＬＰガス快適生活向上運動“もっと安全さらに安心”」 

（全国目標） ①重大事故（Ｂ級以上の事故）ゼロ 

                  ②ＣＯ中毒事故ゼロ 
  

（新しい自主保安運動） 

④令和３年度～ ５年間 「ＬＰガス安心サポート推進運動」 

 （全国目標） ①死亡事故０～ １件未満 

                   ②人身事故０～２５件未満 

 

 

２ 運動の概要 

  国の「安全高度化計画 2030」※のアクションプランと一致した運動を展開 

 【安全高度化計画 2030】（令和３年（2021 年）４月 1 日公表）  

 ①2030 年を目標とした液化石油ガスの保安対策の方向性を示す新たな保安対策指針（今後

10 年間運用され、2026 年に中間評価、計画見直しを実施） 

 ②国、都道府県、第三者機関、ＬＰガス事業者、一般消費者等及び関係事業者等が、それぞれ

主体者となって実施する総合的な保安対策 

 ③事故対策（消費者起因事故対策/販売事業者起因事故対策）、自然災害対策及び保安基盤の

整備の観点からアクションプランを策定 
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３ 具体的な進捗状況管理や進め方（全国ＬＰガス協会） 

◇アクション全体の進捗は、これまでの「安全機器調査票」や「自主保安活動チェックシート」

により業界全体の取り組みを数字で把握。 

◇特に重要な重点取り組み事項として、これまでの「業務用施設ガス警報器連動遮断の推進」

及び「業務用換気警報器の設置促進」に加え、近年の水害の多発化、激甚化を踏まえ、災害

対策として「軒先容器の流出防止対策の徹底」を追加。 

◇その他の取り組みについては、これまで通り各都道府県協会の自主運動に委ねる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 当協会における令和３年度重点推進事項 

  これまでの重点推進事項を基本に、新運動の取組等を加え、令和３年度重点推進事項を決定。 

○全国 LP ガス協会の重点取組事項３点のうち、これまでの当協会の重点推進事項に含まれて

いない「軒先容器の流出防止対策の徹底」を追加 

○西日本豪雨を教訓に、迅速な情報収集を目的として被災状況報告書の様式が見直され、当協

会においても災害対策マニュアルを改訂し、新様式に移行したばかりで、報告意識の醸成を

図るため、「被災状況報告書（新様式）を使用した通報訓練の定期的な実施」を追加 

○新運動の初年度であり、会員へ浸透を図るため「新運動の周知」を追加（令和 3 年度） 

○令和 3 年度山口県保安指導方針に示された重点指導事項を継続。特に、他工事事故が今年に

入っても 3 件連続して発生するなど多発しており、「他工事による事故防止対策」 を徹底。 
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【令和３年度重点推進事項】 ※令和 2 年度との変更点を主体に 

 

（重点推進事項１）販売事業者に起因する事故防止対策 

① 定期点検・調査の確実な実施（県重点） 

② 供給機器の期限管理の徹底 

③ 保安教育の確実な実施、講習会・防災訓練等への積極的な参加（県重点） 

④ 高経年化した埋設管等の適切な維持管理（県重点） 

 

（重点推進事項２）他工事による事故防止対策 

① 他工事への積極的な立ち合い（県重点） 

② 共同住宅の管理者への協力要請（月間） 

② 一般消費者等への周知・啓発活動の実施（県重点） 

 

（重点推進事項３）業務用施設の事故防止対策 

① 業務用換気警報器の設置促進（全 L 協重点） 

② ガス警報器とガスメーターの連動遮断の促進（全 L 協重点） 

 

（重点推進事項４）災害対策 

① ガス放出防止型高圧ホースの普及促進 

① 軒先容器の流出防止対策の徹底（全 L 協重点） 

※これまでの「ガス放出防止型高圧ホースの普及促進」に「容器の二重掛け」を追加。 

② 災害時の支援体制及び連絡体制の整備 

② 災害時における応急生活物資の供給体制の整備 

③ 被災状況報告書（新様式）を使用した通報訓練の定期的な実施 

③ ＬＰガス充填所等における容器流出防止対策の推進 ←高リスク充填所の対策が完了 

 

（重点推進事項５）その他 

 ① 県保安指導方針と相まった重点推進事項の決定 

 ② ＬＰガス消費者保安月間における上記対策の重点的推進 

 ③ 保安委員会による検討 

④ ＬＰガス安心サポート推進運動（新運動）の周知（令和３年度） 


